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【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｐ   7/64     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   9/50     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/12     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/14     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｐ    7/64     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    9/50     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    1/12     　　　Ｃ
   Ｃ１２Ｎ    1/14     　　　Ｚ
   Ｃ１２Ｎ    1/20     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月18日(2017.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微生物の集団から脂質を回収する方法であって、
（ａ）微生物の破砕を引き起こす条件下で１つまたは複数の酵素と微生物の集団を接触さ
せることと；
（ｂ）破砕した微生物を濃縮することと；
（ｃ）塩の存在下及び有機溶媒の非存在下において、破砕した微生物から高温で脂質を抽
出することと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記接触工程が５～８．５のｐＨで遂行される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記接触工程が約５０℃～約７０℃の温度で遂行される、請求項１または２に記載の方
法。
【請求項４】
　前記接触工程が１～２０時間遂行される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記接触工程が１～８時間遂行される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記酵素がプロテアーゼである、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記酵素がアルカラーゼ２．４Ｌである、請求項６に記載の方法。
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【請求項８】
　前記酵素が０．００１～０．４％の間の体積／体積の濃度である、請求項１～７のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記酵素が０．０５～０．２％の間の体積／体積の濃度である、請求項８に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記接触工程が、０．０５％～０．２％の酵素の存在下において約５５℃で１～８時間
遂行される、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前処理工程を更に含み、該前処理工程が前記接触工程の前に細胞を破砕することを含む
、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記濃縮工程が遠心分離を含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記濃縮工程が２５％～９０％の水の除去を含む、請求項１～１２のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記濃縮工程が８５％の水の除去を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記抽出工程の間の高温が７５℃～９５℃である、請求項１～１４のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記抽出工程の間の高温が８５℃である、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記抽出工程の間に添加される塩の濃度が１％～５％である、請求項１～１６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記抽出工程の間に添加される塩の濃度が３％～５％である、請求項１７に記載の方法
。
【請求項１９】
　前記抽出工程の間に添加される塩が硫酸ナトリウムである、請求項１～１８のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記微生物の集団が、藻類、菌類、細菌及び原生生物からなる群から選択される、請求
項１～１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記微生物の集団がＴｈｒａｕｓｔｏｃｈｙｔｒｉｕｍ属、Ｓｃｈｉｚｏｃｈｙｔｒｉ
ｕｍ属及びその混合物から選択される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記微生物の集団が、ＡＴＣＣアクセッション番号ＰＴＡ－６２４５として寄託された
Ｔｈｒａｕｓｔｏｃｈｙｔｒｉｕｍ属の種である、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記脂質がドコサヘキサエン酸を含む、請求項１～２２のいずれか一項に記載の方法。


	header
	written-amendment

